




1　公　衆　衛　生

(1)伝染病対策

ア　施　　設

名　　　称

所　在　地

敦地面穣

建物面積

改築年月日

建　設　費

構　　　造

病　床　数

医師及び看護婦数

イ　患者収容状況

熊本市立白川病院

熊本市大江6丁目1番74号

8,602.1 5i㌔

1,857.1li㌔

昭和31年12月5日

15,745千円

木造モルタル平屋建

60床

医師1人　看護婦　7人

区 分 年 度
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

赤 痢

患 者 3 5 2 5 6

死 者 0 0 0 0 0

腸 チ フ ス

患 者 2 4 1 2 5 7

死 者 0 0 0 0 1

獲 紅 熟

患 者 4 1 0 0 0

死 者 0 0 0 0 0

ジ フテ 1) ア

患 者 0 0 1 ′ 0 0

死 者 0 0 1 0 0

日 本 脳 炎

患 者 4 2 2 1 6 6 5

死 者 0 8 4 3 1

流 行 性 脳

脊 髄 膜 炎

患 者 0 0 0 0 0

死 者 0 0 0 0 0

ノヾ ラチ フス

患 者 0 1 0 0 0

死 者 0 0 0 0 0

計

患 者 1 3 3 3 3 1 1 ll 1 8

死 者 0 8 5 3 o

(荏)日本脳炎については、転症を除く
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(2)結　核　対　策

ア　結核患者登録数

年 度

区 分
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 .

熊 本 保 健 所 3 ,3 8 0 3 ,0 6 0 2 ,8 5 2 2 ,5 6 2 2 ,2 5 5

西 保 健 所 1,4 1 0 1 ,3 1 2 1,1 6 0 9 1 1 8 6 8

計 4 ,7 9 0 4 ,3 7 2 4 ,0 1 2 3 ,4 7 3 3 ,1 2 3

イ　住民検診状況

5 2年度　　　　43,727人

5 3年度　　　　42,154人

5 4年度　　　　38,678人

5 5年度　　　　37,239人

5 6年度　　　　37,001人

(3)母　子　対　策

ア　妊婦健康指導状況 (昭和56年度)

区 分

姪 、 婦

実 人 員 延 人 員

異 常 の あ る も の

高 血 圧 、 た

ん 白 尿 浮 腫
そ の 他

熊 本 保 健 所 4,0 7 1 4.0 7 1 1 5 3 6 3 3

西 保 健 所 1,5 7 8 1,5 7 8 6 0 3 2 9

東 部 保 健 セ ン タ 一 2,0 2 7 2,0 2 7 3 6 3 0 1

計 7,6 7 6 7,6 7 6 2 4 9 1,2 6 3

イ　母子栄養食品支給状況

'i ・' .
区 分 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

牛 乳 ( 本 ) 6 7 ,3 4 8 5 5 ,4 2 1 3 6 ,1 1 5 2 4 ,9 4 8 1 7 ,7 1 0

粉 乳 ( 延 月 ) 3 4 2 3 1 3 1 8 2 1 8 1 1 0 8

(荏)　母子に対し牛乳--1日1本支給

粉乳　　月900?支給

対　象　者　生活保護世帯、市民税非課税世帯、所得税非課税世帯で市民税均等割・所得

別世帯の者

支給期間　母　　妊婦5カ月から出生後満3カ月目まで

子-・・・出生後4カ月目から満1才まで(但し、栄養欠脆児に限る)
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ウ　乳幼児保健指導状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 6年度)

区 分

乳 児 幼 児

3 カ月児

健康診査

実 人 員

6 カ月児

健康診査

実 人 員

健康管理

上注意す

べきもの

1 才 6 カ月児健康診査 3 才児健康診査

人 員

健康管理上注

意すべきもの

人 員

健康管理上注

意すべきもの

身体面
精 神

発達面
身体面

精 神

発達面

熊 本 保 健 所 3,1 5 5 2 ,9 6 0 2 7 9 3,4 5 0 2 6 1 7 2一 2 ,7 6 8 1 0 4 2 3 ;

西 保 健 所 1,1 0 3 1,1 0 0 7 6 0 1,3 5 8 3 9 1 1 7 1,2 4 8 2 0 7 3 3

東部保睡センター 1,6 2 6 1,6 0 1 7 3 1,8 3 3 8 0 3 7 1,5 2 1 1 3 4 8

計 5,8 8 4 5 ,6 6 1 1,1 1 2 6,6 4 1 3 2 1 2 6 5,5 3 7 3 2 4 3 1 3

2　保　　健　　所

(1)施　　設

よ ＼＼竺
熊 本 保 健 所 西 保 健 所 東部保健センター 北部保健センター

所 在 地 九品寺1丁目13番 16号 段山本町 4 番 2 9号 錦ケ丘 1番 1号 清水本町 1 6番 1 0 日

敷 地 面 積 3,2 2 2 王が 7 0 1.3 8 r㌔ 1,6 8 9.7 m1 3,3 0 9.5 3 nf

建 物 面 積 延1,9 9 9 n? 延 9 1 5.8 1 nf' 9 2 3.1 4 m2 延 1,0 0 9,5 8 w

建設年月 日 昭和 4 1 年 1 0 月 3 日 昭和 3 5年 1 2 月 1 日 昭和 5 4年 3 月 3 1 日 昭和 5 7年 3月 3 1日

建 設 費 8 0,4 0 0 千円 1 2,0 0 0 千円 1 2 8,9 2 0 千円 2 3 6,0 7 9千円

構 造 鉄筋コンクサI ト3時建 鉄筋コンクリート3帽建 鉄筋コンク.)- ト平屋建 鉄筋コンク.) 一ト2

類 型 U 1 U 3 - -

医 師 2 人 2 人 - -

保 健 婦 2 1 A 1 2 人 9 K 8 A

(2)成人病検診の状況

年 産

種 類 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

胃 が ん 検 診

人 人 人 人

4 ,9 2 4

人

5 ,5 9 64 , 3 1 1 4 .1 2 1 4 ,8 9 2

子 宮 が ん 検 診 6,8 2 8 7 ,3 8 3 7 ,4 7 6 7 ,6 6 5 1 0 ,6 0 2

鰭

m

慕

検

諺

一 般 検 診 5,4 2 4 5 .3 1 0 6 ,0 1 7 5 ,5 8 0 6 ,3 4 8

重 点

地 区 分

一 次 - 5 5 2 3 5 9 4 9 6 5 1 2

二

昏青 密 ) - 3 8 1 2 9 6 4 8 6 5 1 2
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(3)予防接種の状況

区 分 年 産
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

三 種 混 合

(蓋 フ豆 7)葱 、初 回 l l,4 1 4 1 7 ,2 9 5 2 0 ,9 6 3 1 6 ,2 0 5 1 8 ,1 5 8

追 加 8 7 0 2 ,1 2 4 4 ,3 6 1 4 ,6 3 8 4 ,3 1 6

二 種 混 合

U m a )
小 学 校

卒 業 前
6,9 9 0 6 ,9 6 5 7,5 4 4 7 ,3 4 9 7 ,6 1 8

急 性 灰 白 ▼髄 炎 1 3 ,2 3 9 1 4 ,3 6 1 1 2 ,7 5 7 1 5 ,4 1 6 1 4 ,8 9 6

イ ン フ ル エ / ザ 1 3 3 ,0 2 2 1 3 4 ,7 4 2 1 5 6 ,3 1 7 1 3 2 ,3 0 9 1 4 0 ,3 5 7

日 本 脳 炎 8 4 ,6 4 4 8 7 ,4 8 7 8 9 ,4 8 8 1 1 4 ,0 7 9 8 7 ,4 0 0

風 し ん 1,5 5 1 1,0 5 9 1 ,5 5 0 1 ,7 1 5 1 ,5 4 8

麻 し ん 0 0 5 ,2 6 8 3 ,8 8 8 4 ,3 6 1

コ 1/ ラ 0 0 0 0 0

3　救急医療制度

(1 )休日夜間急患診療所

休日夜間における急病患者に適切な医療を提供するため、熊本保健所内に第一次参療(初期医療)並びに、

電話相談所を設置し、急患診療業務に対処してきたところであるが、熊本市医師会熊本地域医療センターの開

所により、享らに充実した初期医療を行うため業務を委任し、急患診療業務の円滑化を図っている。

また、同センター内に情報センターが併設され急病患者の電話相談等が実施されている0

75:お第一次診療機関で処置困難を重症患者については、二次医療機関に転送し処置するととにしている。

テ　熊本市休日夜間急患診療所(昭和5 6年1 1月8日廃止)

開設年月日

所　在　地

診療科目

診　療　日

診療時間

診療体制

受診者数

( 56年度)
( 4月～11月3日)

昭和52年7月24日

熊本市九品寺1丁目1 3番1 6号(熊本保健所内)

小児科

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日

午後6時から午前零時まで

診　療　所　医師1人(小児科)、看護婦3人、臨床検査技師1人、 Ⅹ線技師1人、

薬剤師2人、医療事務員2人

電話相談所　医師1人、事務員1人

診療実日数　　3 8日　　　　　1日平均

小児科　1,431人　　　　　　3 8人
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電話相　談

非公表在宅医

二次医療機関

非公表在宅医

二次医療機関

委　託　料

632件　　　17件

391人　　　　10人

398人　　　　11人

医師会に委託し各会員の鶴番制

内科2、外科2、産婦人科1、精神科1、歯科1

国立病院、済生会病院、日赤病院、市民病院、熊本市医師会の輪番制

ll,407千円(昭和5 6年度決算)

イ　熊本市医師会休日夜間急患センター

開設年月日

所　在　地

診療科　目

診　療　　日

間玩mas

診療体制

受診者数

(56年度)
(11月8日～3月)

昭和56年11月8日

熊本市本荘5丁目1 6番1 0号(熊本地域医療センター内)

小児科、内科

日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日

午後6時から午前零時まで

急患センター　医師2人(小児科、内科)、看護婦4人、臨床検査技師1人、 Ⅹ線技師

(オンコール) 1人、薬剤師3人、医療事務員2人

情報センター　事務員2人

診療実日数

小　児　科

内　　　科

情報センター

二次医療機関

委　託　料

24日　　　1日平均

753人　　　31人

172人　　　　7人

616件　　　26件

283人　　　12人

日赤病院、熊本地域医療センタ-の鵜番制

6,0 59千円(昭和5 6年度決算)

(2)熊本市医師会年末年始急患センター

年末年始にかける急病患者に適切を医療を提供するため、第一次診療(初期治療)機関を同センターに業務

委託し、年末年始における急病患者に対処している。

また、同セン′クー内に情報センターが併設されており、急病患者の電話相談並びに公表在宅医、非公表在宅

医の紹介等を行い、年末年始の診療体制の円滑化が図られている。

なか、第一次診療機関で処置困難を重症患者については、二次医療機関に転送し処置されている。

盟冠mm¥

診療時間
昭和5_6年1 2月3 1日午前零時～昭和5 7年1月3日午後零時まで

所在地　熊本市本荘5丁目16番10号(熊本地域医療センター内)

診療科目　　小児科、内科

診療体制　急患センター　　　医師4人(但し、午前10時～午後6時1人増)

看護婦1 1人、薬剤師5人、 Ⅹ線技師1人、臨床検査技師3人、

医療事務員4人、事務員1人

情報センター　　　事務員6人

受診者数　　診療実　日数　　　　　4日　　1日平均

(56年度)　小　児　科　　　839人　　　210人
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内　　　　　科

電　話　相　談

公表在宅医

公表歯科在宅医

非公表在宅医

二次医療機関

公表在宅医

非公表在宅医

1 53人　　　　38人

841件　　　210件

1,234人　　　309人

37人　　　　　9人

349人　　　　　87人

302人　　　　76人

医師会に委託し、各会員の輪番制

内科4、外科4、産婦人科1、歯科1

医師会に委託し、各会員の輸番制

内科2(12月31日3)、耳鼻科1、眼科1、精神科1、

小児科( 1月4日のみ)1

二次医療機関　　国立病院、済生会病院、日赤病院、市民病院、熊本地域医療センター、

中央病院、市立産院の瑞番制

委　　託　　料　1 2,1 45千円(昭和56年度決算)
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4　環　境　衛　生

(1)公　害　対　策

ア　苦情受付・処理件数

年 度

区 分 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

大 気 汚 染

受 付 1 7 4 5 4 3 3 6 2 4 ( 2 7 )

処 理 1 7 4 5 4 0 3 4 2 3 ( 2 5 )

水 質 汚 濁

受 付 3 3 .1 8 2 1 1 7 1 9 ( 2 1 )

処 理 3 2 1 0 2 0 1 3 1 6 ( 2 0 )

騒 音 振 動

受 付 1 6 4 1 3 2 1 1 3 9 5 7 7 ( 9 0 )

処 理 1 3 6 1 1 0 9 6 9 0 7 0 ( 8 3 )

悪 臭

受 付 5 1 4 5 4 0 3 5 3 5 ( 3 8 )

処 理 4 8 4 2 3 7 3 2 3 3 ( 3 5 )

そ の 他

受 付 0 0 1 3 0 ( 1 )

処 理 0 0 1 o O f 0

計

受 付 2 6 5 2 4 0 2 1 8 1 8 6 1 5 5 ( 1 7 7 )

処 理 2 3 3 2 0 7 1 9 4 1 7 1 1 4 2 ( 1 6 3 )

(荏)　受付一一新規直接受付分のみ

処理・・--直接処理分のみ

( )内は、軍公害以上にわたるものを含む延件数
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イ　保　有　機　材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭57.4.1現在)

区分 機 械 名 蝣& H 区分 機 械 名 台数

大

気

拷

染

デ ポ ジ ッ ト . ゲ ー ジ 3 大汚

気染

悪 臭 測 定 装 置 1

ハ イポ 1) ウムエ ア ーサ ン プ ラ- 3 0 Ⅹ 動 的 校 正 装 置 1

ロー ボ 1) ウ ムエ ア ーサ ン プ ラー 2

水

質

拷

濁

携 帯 用 シ 了 y 計 1

2 4 連 エ ア ー サ ン プ ラ I 1 携 帯 用 電 動 度 計 1

自 動 車 用 C 0 濃 度 測 定 機 1 自 動 採 水 器 1

大気 汚 染 監視 用 分析 装 置 ( C O ) 2 採 水 着 1

風 向 風 速 計 1 採 据 器 1

大 気 汚 染 測 定 装 置( S 0 2) 3 工 場 排 水 特 殊 流 量 計 1

全 炭 化 水 素 分 析 装 置 1
騒

立
日

指 示 騒 音 計 3

オ キ シ ダ ン ト 分 析 装 置 1 高 速 度 レ ベ ル レ コ ー ダ - 3

窒 素 酸 化 物 分 析 装 置 2 デ ジ タ ル 騒 音 計 1

徴風 向 風速 計 M V 1 1 0 ー C 2 振 動 測 定 装 置 1

長 期 巻 自 記 温 湿 度 計 2 そ

の

他

公 害 パ ト ロ ー ル 車 1

百 葉 箱 1 採 水 奉 1

煙 道 排 ガ ス 測 定 装 置 1 騒 音 パ ト ロ - ル 車 1

ウ　熊本市公害対策審議会

目　的　公害対策に関す.る基本的事項、その他市長が必要と認める事項について市長の諮問に応じ、

調査審議する

委員構成　1 5人以内

o　学識経験を有する者

o　市議会議員

○　関係行政機関の職員

任　期　　2年

報　酬　　日額　5,000円

工　熊本市公害モニター制度

目　的　熊本市公害モニター設置要綱(昭和47年7月1日施行)第2項に規定する公害発生状況

の記偉及び報告等に関すること

委員構成　　2 0人以内

医師会、薬剤師会、人権擁護委員会、婦人会、公害防止に関する団体、その他諸団体には

かり公害に関心のある2 0才以上の市民の中から選考して依頼する

B^BI

報　　酬

1年

月額　600円

-124-



オ　大気汚染

環境基準達成状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 6年度)

刺

定

局

物 質
総測定

時間数

有効測

定 日数
環 境 基 準 環境基準

趨過回数

5 6 報 の

環境基準

達成率㈱

55 年度 の

環境基準

達成率w

5本毎度の

環境基準

達成率(0A

請

役

所

局

二 酸 化

硫 黄

8,5 4 6 3 5 3

1 時間値の 1 日平均値 が

0.04 ppm 以下 である こと
0 1 0 0 1 0 0 9 8.4

1 時間値が 0.1 ppm 以 下

である こと
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.0

一 酸 化

炭 素

8,6 0 5 3 5 5

1 時間値の 1 日平均値が

lOpp m jy.下であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時 間値の 8 時 間平均値

が2 0p pm 以下 であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

二酸 化

?K ォ

8,6 5 8 3 5 9

1 時 間値の 1 日平均値 が

0.04~ 0.06p pm のゾ- ン内

またはそれ以下であ るこ

と

5 9 8 .6 1 0 0 ( 1 0 0 )

-t # >

ダ ン ト
3,2 9 2 2 4 0

1 時間値が 0.06 ppm 以下

であ ること
o 9 9.9 9 9 .3 9 7.9

潤
秦

中
学
校
局

二 酸化

硫 黄

5,2 1 5 2 1 5

1時 間値の 1 日平均 値が

0.04 ppm 以下であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時間値が 0.1ppm 以下

であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

古

町
小
学
校

局

二酸 化

硫 黄

5,9 8 6 2 4 1

1 時 間値の 1 日平均値が

0 .0 4p pm 以下 であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

1 時間値が 0.1 ppm 以下

であること
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

(荏)環境基準達成率1 0 0%とは、環境基準超過回数が0回であったこと
環境基準達成率1 0 0.0 'とは、環境基準超過回数の率が、有効数字下2桁以下の率であっ

たことを意味する

二酸化窒素の5 4毎度環境基準達成率は参考データ

届出施設数

届 出 対 象

区 分 年 度

事 業 場 . 工 場 数 ば い 煙 発 生 施 設 数

5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

大 気 汚 染 防 止 法

事 業 場 2 5 2 2 7 6 2 7 4 2 8 1 2 8 7 3 4 4 3 7 6 3 7 5 3 8 5 云9 3

工 場 7 9 7 4 7 3 6 9 6 5 1 5 2 1 2 1 1 2 2 1 1 8 1 1 6

熊 本 県 公 害

防 止 条 例

事 業 場 1 H i 1 6 5 1 7 7 1 9 7 2 1 3 1 9 2 2 1 3 2 2 5 2 5 0 2 6 7

工 場 4 0 4 4 5 3 6 3 6 6 6 5 ti7 8 8 9 6 9 4
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降下ばhじん量の経年推移(トン/I砧/月)

成 地 区

年 度 分

市 役 所 城 南 中 学 校 湖 東 中 学 校 全 市 平 均

I S T I S T 工 S T 王 S T

5 2 2 .3 8 2 .0 1 4 .3 9 2 .0 6 1 .8 6 3 .9 2 1 .5 8 1 .4 8 3 .0 6 2 .0 1 1一7 8 3 .7 9

5 3 1 .6 2 1 .9 8 3 .6 0 1 .2 9 2 .9 1 4 .2 0 1 .8 1 3 .6 9 5 .5 0 1 .5 7 2 .8 6 4 .4 3

5 4 1 .9 4 2 .3 8 4 .3 2 1 .6 4 3 .4 3 5一0 7 2 .0 1 3 一8 2 5 .8 3 1 .8 6 3 .2 1 5 .0 7

5 5 0 .6 0 1 .9 0 2 .5 0 1 .0 1 2 .2 7 3 .2 8 1 .1 1 2 .0 9 3 .2 0 0 .9 1 2 .0 9 3 .0 0

5 6 0 .4 9 1 .7 0 2 .2 0 1 .0 4 1 .8 0 2 .8 4 0 .7 0 1 .3 9 2 .0 9 0 .7 4 1 .6 3 2 .3 7

(荏) I・-・不溶解成分　　S一一溶解成分　　T一　降下ばhじん総量
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力　水　　　質
(昭和5 6年度平均)

R =̂ 査 地 'AVi 鰯 目
P H C l l D 0 B O D S S

採 水
(歪 素 イオ孟 ) 億 素 イオ 鼻 (啓 存酸 素 )

農 芸題 鯛 邑道 物 質 ) 回 数

加

サ

川

藻 器 堀

最 ノJ、 最 大 p p m p p m p pm p p m
67 . 1 ~ 7 .5 2 3 4 .7 1 4 1 5

健 軍 川 7 .0 ~ 7 .2 1 9 6 .3 l l 1 0 6

w m 7 .0 ~ 7 .3 1 3 7 .2 3 .8 1 7 1 2

上 江 津 橋 6 .8 ~ 7 .3 l l 6 .9 2 .6 1 0 1 2

秋 津 橋 6 .7 ~ 9、1 l l 6 .0 4 .2 l l 1 2

西 無 田 橋 7 .0 ~ 7 .5 9 9 ,1 1 .9 1 .6 1 2

秤

井

川

打 越 橋 6 .9 ′、ノ7 .5 2 0 6 .6 7 .2 6 2 3 4

桜 橋 7 .1 ~ 8 .7 1 8 5 .9 3 .9 7 1 1 2

城 山 l上 代 橋 7 .0 ′- 8 .5 2 5 4 .1 l l .2 9 7 3 6

千 金 甲 橋 7 .0 ′- 7 .7 6 0 7 4 .4 5 .5 5 6 2 4

井

芹

川

山 王 橋 7 .2 ~ 8 .9 1 2 8 .8 2 .6 2 4 3 6

段 山 橋 7 .2 ~ 8 .4 1 7 7 .6 5 .7 2 2 3 6

尾 崎 橋 6 .9 ~ 7 .6 1 8 ・ 6 .3 8 .0 2 6 3 6

白

川
青 原 橋 7 .4 ~ 8 .2 1 3 9 ,5 1 .7 2 1 3 6

井

辛

一 の 井 手 7 .3 ~ 7 .8 1 2 7 .7 3 .0 2 9 4 .

二 の 井 手 7 .3 ~ 7 .8 l l 7 .4 2 .8 3 6 4

三 の 井 手 7 .3 ( .′7 .7 1 7 5 .8 4 .1 2 7 4

(荏) ppm---汚濁物質の濃度100万分の1

水質汚濁防止法に基づく届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 6年度)

設 置 使 用 栖造 等変 更 氏名等変 更 廃 止 肯定事業場数
規 制 対 象

特定事 業場数

2 2 1.9 l l 1 0 2 6 0 2 9 6
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キ　騒　　音

特定施設届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 6年度)

届出 の区分

汰 . 条例 .
設 置 使 用 数等変更

氏 名 等

変 更
使用全廃 m

工 場 ..

事業場数
施 設 数

騒 音 規 制 法 .1 8 0 4 2 0 0 1 6 2 1 2,6 5 5

熊本県公害防止条例 9 6 3 8 2 1 3 1 1,2 5 3 6,1 1 7

合 計 1 1 4 3 1 2 4 1 3 o 1,8 7 4 8,7 7 2

特定建設作業実施届出件数

年 度

特 定 建設 作 業 の種 類
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

蛋 基

止 L-
■∃ つ

ft '

に 出

杭 打 機 . 杭 抜 機 を 使 用 す る 作 業 1 5 7 1 1 4 1 1 7 1 1 4 1 1 5

び よ う 打 機 を 使 用 す る 作 業 0 0 0 0 0

さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 9 1 8 8 7 5 4 1 4 7

空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 .1 0 3 5 5 o 2 8

コンク .) ー トプ ラン ト又は アスファ

ル ト プ ラ ン トを設 け て 行 う作 業
0 0 り 0 0

県 華

芸 蓋

に 出

コンク.) l トカッターを 使 用 す る作 業 l l . 2 6 o o 6 1 0

掘 削 機 械 を 使 用 す る 作 業 2 5 0 4 7 2 4 9 6 4 1 3 4 3 0

鋼 球 を 使 用 す る 作 業 8 5 1 2 3 0

合 計 5 -サ: 7 4 0 7 2 7 5 7 9 6 3 0

ク　振　　動

肯定施設届出件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和5 6毎度)

届出の区分

汰
設 置 使 用 数等変更

氏名等

変 更
使用全廃 * m

工 場 .

事業場数
施 設 数

振 動 規 制 法 4 ォ> o 3 0 0 1 1 2 6 3 4

ケ　公害防止事前指導

公害防止事前指導は、工場等の建築確認が申請された段階で、将来予知される公害問題を検討し、抜本

的な公害防止対策が講ぜられることを目的として、昭和4 7年1 2月より指導を始めた。

毎 度 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

指 導 件 数 3 4 4 5 3 2 5 7 0 4 4 0
よ

3 9 7
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コ　保健衛生研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

昭和4 7年2月、公害その他衛生上の試験検査を行う目的で、熊本保健所内に衛生試験所として発足し

た。昭和5 6年1月、社会情勢の変化に伴う衛生上の試験検査、調査研究の複雑化に対応するため、独立

し友施設を建設、従来の纂境科学部門に係る試験検査体制の充実をはかるとともに、新たに衛生化学部門、

細菌微生物部門の試験検査を増設し、保健衛生研究所と名称を改め、総合試験研究施設として発足した。

所在地　　熊本市田迎町田井島2 6 9番地

構　　造　　鉄筋コンクリート2階建

敷地面積　　2,2 3 7m2

建物面積　本体1,443.82m2　ボンベ室31.49m2　計1,475.31m2

竣　　工　　昭和55年10月11日

建設費　　322,426千円

機　　構　　衛生局衛生部保健衛生研究所

配置人員　1 6人　所長(1)所長補佐(1)参事(2)

業務内容　　公害対策基本法、食品衛生法、費境衛生法等に基づく理化学試験、細菌徴生物学的検査およ

び調査研究を実施している。

業務実凄

環境科学業務

午

検 査 項 目

5 5 年 度 5 6 年 度
備 考

検 体 教 成 分 数 検 体 数 成 分 数

大

気

拷

染

降 下 ば い じ ん 4 0 2 8 0 4 8 3 3 6 デ ポ ジ ッ トケ 一 堀

大 気 汚 染 物 質 6 3 3 6 3 3 6 7 3 0 7 3 二 酸 f脱 法 、 了ル カ .)ら

大 気 重 金 属 4 2 3 3 6 6 7 5 3 5 ハ イポリユ「ムエ アサ ンプ ラー

雨 水 成 分 2 2 3 0 0 0

小 計 7 3 7 1 ,2 7 9 7 8 8 1 ,5 4 4

*

n

拷

滞

河 川 水

生 活 項 目 3 2 2 2 ,8 5 2 3 2 3 2 ,8 8 4 生 活 賓 境 項 目

億 顧 目 3 2 1 8 8 2 1 1 4 9 人 の 健 康 に 係 る 項 目

工 場 .事 業 所 排 水 1 4 3 6 2 1 1 4 4 6 2 4 特 殊 ( メ ッキ ) 二 場 等

そ の 他 1 1 4 5 5 0 1 2 3 9 7 9 塩 水 化 調 査

小 計 6 1 1 4 ,2 1 1 6 1 1 4 ,6 3 6

悪 臭 9 2 4 2 7 8 0 ア ン モ ニ ア 、 硫 化 物

産 業 廃 棄 物 試 験 7 8 1 ,2 8 1 1 0 8 1 ,8 1 7 戸 島 埋 立 地 、 地 下 水

家 庭 用 品 3 5 6 0 有 機 ス ズ

食 品 等 2 8 6 0 0 0

? U T . チ エ ツ 1 8 4 1 8 8 蒙 境 庁 委 託

一 般 依 頬 0 0 4 1 7

そ l_̂ l 他 0 0 1 2 6 4 7 7 へ い 死 点 事 件 関 係

合 計 1,4 6 4 6 ,8 6 3 1,7 4 0 8 ,7 1 9
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衛生化学関係業務

年 産 5 6 年 度

検 体 数 成 分 数検 査項 目

餐

ロ日日
読

験

乳 規 格 6 8 2 2 4

食 品 添 加 物 5 1 0 7 2 6

重 金 属 6 8

そ の 他 6 3 9 2

プ ール 浴 場 等 の 水 質 試 験 1 0 4 4 7 3

容器包装 . おもちゃ等の試験 1 3 3 2

合 計 7 6 4 1,5 5 5

依 試

頗 験

飲 料 水 .等 1,2 1 9 8,6 8 8

食 品 等 7 7

合 計 1,2 2 6 8,6 9 5

細菌・微生物関係業務

年 産
5 6 年 度

検 体 数 項 目 数
検 体 区 .分

食 品 9 3 4 2 ,3 5 8

襲 境 (.河 Jlh プ ール な ど ) 1,0 9 3 1,6 1 5

食 中毒 ( 便 . 吐 物 な ど ) 1 2 4 . 8 7 5

ft 2,1 5 1 4,8 4 8

依 試

M R

飲 料 水 等 1,2 4 3 2,4 8 6

食 品 等 2 6 3 4

合 計 1,2 6 9 2,5 2 0
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C2)食品衛生関係営業施設の監視:指導状況
(昭和56年度)

業

m

業 種

法定

監視

回数

施 設 数 法 定 監 視 数 監視回数 (延 ) 監視率 ( % )

触 保 西 保 合 計 ffi ffi 西 保 合 計 熊 保 西 保 合 計 方員保 酉 保

許

可

業

態

局

也

飲 食 店 営 業 12 5.15 1 .177 6.3 2 8 6 1,8 12 14.12 4 75.93 6 3.653 1,2 13 4 866 5.9 & 6
菓子 ( パ ンを含む )
製 造 業 12 263 117 3 8 0 3,15 6 1,4 04 4S 6 0 272 2 45 5 17 8.6 17、5

乳 処 理 業 12 3 3 3 6 3 6 42 42 116.7

特別牛乳 さく取処理業 12

乳 製 品 製 造 業 12 5 2 7 6 0 2 4 8 4 18 17 35 30、0 70.8

集 乳 業 12

魚 介 類 販 売 業 12 361 30 6 66 7 43 3 2 3.67 2 8,00 4 4 31 1.7 00 2.13 1 9.9 維3

魚介 類 せ り売 り営業 12 1 2 3 1 2 2 4 36 0 声l 61 0 25 4.2

魚 肉 ね り製 品 製造業 12 33 2 0 5 3 3 9 6 24 0 6 36 5 1 6 8 11 9 12.9 283

食品の冷凍または冷蔵業 12 6 ll 17 7 2 13 2 2 04 2 0 ll 3 1 2 7.8 8.3

かん詰またはぴん詰食品
製造業(上記および下記以外) 12 12 9 2 1 14 4 10 8 2 52 10 13 23 6.g 12.0

喫 茶 店 営 業 6 284 11 8 4 02 1.7 04 70 8 2,4 12 9 7 53 150 5.7 7.5

あ ん 類 製 造 業 . 6 3 2 5 1 8 1 2 3 0 1 9 9 28 105.6 75.0

アイスクリーム類 製 造業 6 12 5 1 7 7 2 30 10 2 4 28 32 5.6 933

乳 類 販 売 業 6 768 3 50 1.11 8 4,60 8 2.100 6,7 08 5 02 2 52 7 54 10.9 12.0

食 肉 処 理 業 6 55 5 6 0 33 0 30 36 0 33 9 1 2 10 0 30.0

食 肉. 販 売 業 6 462 238 7 0 0 2.77 2 1,4 28 4,20 0 3 90 3 33 72 3 H .I 233

食 肉 製 品 製 造 業 6 4 4 24 2 4 2 2 8.3

乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 1 6 2 3 5 1 2 1 8 30 0 13 13 0 7 22

食 用 油 脂 製 造 業 6 1 1 2 6 6 12 0 1 1 0 16.7

マ ーガ リンま た は シ

ョー トニ ン グ製 造 業
6

み そ 製 造 業 6 l2 8 2 0 7 2 4 8 120 4 2 2 5 67 5 83 5 2.1

醤 油 製 造 業 6 12 12 2 4 7 2 7 2 144 4 0 2 7 67 5 5.6 3 7.5

ソ - ス 類 製 造 業 6 3 1 4 1 8 6 24 5 0 5 27.8

酒 類 製 造 業 6 2 1 3 12 6 18 2 1 3 16.7 16.7

豆 腐 製 造 業 6 57 26 8 3 3 42 15 6 4 98 5 4 45 99 15.8 2 8.8

納 豆 製 造 業 6 2 1 3 12 6 18 3 1 4 25.0 16.7

め ん 類 製 造 業 6 23 13 3 6 1 38 78 2 16 5 9 50 109 42.8 6 4.1

そ う ざ い 製 造 業 6 37 69 10 6 2 22 4l 4 6 36 3 0 140 170 l35 3 3.8

琶芸警軍藍 量霊と票?=智慧 6 7 4 ll 4 2 2 4 66 2 4 6 3 0 57.1 2 5.0

清 涼 飲 料 水 製 造 業 4 9 8 17 3 6 32 6 8 l l 26 3 7 30.6 8 1.3

氷 雪 製 造 業 2 2 2 4 4 4 8 1 7 8 25.0 17 5.0

氷 雪 販 売 業 2

12

16 7 豆3 32 14 4 6 2

5,8 17

8

43 62

10 6.3 5 7.1

計 7,608 25 18 10,12 6 8 0.56 8 2 4,9 20 1 05.48 8 10,17 9 7.2 17.5

給 食 施 設 280 199 3 9 9 3.36 0 1.428 4′788 69 23 9 2 2ー1 1.6

許 可 を 要 し な い

食 品 製 造 . 販 売
2 3,69 1 1,9 59 5.6 50 7,38 2 3.9 18 ll.30 0 2,2 33 2,7 23 4.95 6 3 0.2 69.5

業 許可を要しか一首具、容を、おもちゃ製
造.坂岩

1 9 22 3 1 9 22 3 1 6 1 7 6 6.7 4.5

磨 Ill
計

3,980 2,100 6.0 80 10.75 1 5.3 68 16,119 23 0 8 2一747 5.055 2 15 51.2

計 ll.5 88 4.6 18 16.2 06 9 13 19 30.2 88 121.607 8.125 7.10 9 5.234 8.9 235
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(3)環境衛生関係営業施設等の監視指導状況

(昭和5 6年度)

区 分

業 種
内 容 熊 本 保 健 所 . 西 保 健 所 討

普

莱

六

法

理 容 所

施 設 数 5 6 2 1 9 4 7 5 6

監 視 回 数 (延 ) 2 6 6 9 8 3 ti 4

監 視 率 ( % ) 4 7 .3 5 0 .5 4 8 .1

美 容 所

施 設 数 8 3 2 2 2 4 1 ,0 5 6

監 視 回 数 (延 ) 5 3 3 1 6 2 6 9 5

監 視 率 ( % ) 6 4 .1 7 2 .3 6 5 .8

ク 1) ーニ ン ク所

施 設 数 6 4 8 2 0 3 8 5 1

監 視 回 数 (延 ) 3 5 3 8 3 4 3 6

監 視 率 ( % ) 5 4 .5 4 0 .9 1.2

興 行 場

施 一設 数 2 3 1 2 4

監 視 回 数 (延 ) 4 6 0 4 6

監 視 率 ( % ) 2 0 0 .0 0 1 9 1 .7

旅 館

施 設 数 2 7 3 1 7 4 4 4 7

監 視 回 数 (延 ) 1 0 6 9 5 2 0 1

監 視 率 ( % ) 3 8 .8 5 4 .6 4 5 .0

公 衆 浴 場

施 設 数 1 5 4 3 9 1 9 3

監 視 回 数 (延 ) 2 6 2 2 2 2 8 4

監 視 率 ( % ) 1 7 0 .1 5 6 .4 1 4 7 .2

計

施 設 数 2 ,4 9 2 8 3 5 3 ,3 2 7

監 視 回 数 (延 ) 1 ,5 6 6 4 6 0 2 ,0 2 6

.そ

の

他

般

環

琴

衛

壁

温 泉

施 設 数 1 0 1

監 視 回 数 (延 ) 0 0 0

B

施 設 数 2 3 2 4 4 7

監 視 回 数 (延 ) 5 0 5

墓 地 . 納 骨 堂

・k m m

施 設 数 6 8 2 3 4 2 1 ,0 2 4

監 視 回 教 (延 ) 1 5 7 2 2 .

tfJレ管 理 法 によ

る特 定 建 築 物

施 設 数 7 9 2 5 1 0 4

監 視 回 数 (延 ) 7 4 1 9 9 3

遊 泳 場

施 設 数 7 3 1 0

監 視 国 数 (延 ) 3 7 1 1 4 8
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(4)環境衛生事業所

ア　施　　設

所　在　地

機　　構

配置人員

業務内容

熊本市紺屋今町4 6番地

衛生局衛生部環境衛生課所属

27人　所長(1)参事(2)掛長(1)主任(1)

ねずみ族、こん虫の顧除

伝染病患者の移送及び患家の消毒

あき地等の雑草除去の指導

イ　ねずみ族・こん虫等駆除状況 (昭和56年度)

こ ん 虫 等
ね ず み 族

指導 戸数 T * 貯 水槽 水 溜 墓 地 塵 芥 集積 所 肥 料 溜 二笹 原

m n f 3 2 m 2 m 2 戸m m
4 ,3 7 5 2 ,3 7 1,1 3 5 2 1,1 0 9 1 4 9 ,9 5 5 8 ,0 3 8 1 ,5 8 2 1 3 5 ,4 6 9 3 ,7 7 5

ウ　草刈り及び機具貸出状況

草　刈　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭和56年度)

区 分 指 導 し た 雑 草 地 草 刈 り 実 績

●
カ所 mB カ所 r㌔

民 有 地 5 2 5 4 5 3,5 5 2 4 6 6 3 5 2,0 1 0

機具貸付(貸付用1 0台)

貸付 個所 貸 付台 数 除草 面積

2 5 0 2 9 0

m 2

1 7 2,4 3 9

(5)市営基地及び霊堂

ア　基地貸付状況

芸 忘 こ 面 積 報
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

花 園

m B 件 諺 件

l l

m 2 件

1 3

m S 件 n f 件 Iが

2 8 ,0 5 7 1 2 7 5 .7 0 5 8 .8 2 8 1 .1 6 1 0 6 0 S 9 1 2 7 6 .0 0

小 峰 2 8 ,6 1 7 2 2 1 1 2 .4 7 1 3 7 3 5 3 7 2 9 ,3 0 8 4 5 5 0 1 5 7 5 S 7

立 田 山 3 7 ,9 2 9 5 2 4 3 6 l l 4 8 .1 0 4 2 2 .7 6 1 6 .6 0 7 5 6 .7 2

城 山 5 4 ,7 4 7 1 8 1 0 6 .6 0 1 4 1 0 4 .0 0 l l 6 2 .0 0 1 0 6 1 0 0 1 9 1 2 7 .2 5

清 水 2 0 ,8 9 7 2 .1 1 0 2 .9 0 1 6 6 5 .0 0 l l 6 8 5 2 1 0 4 5 2 0 7 4 1 ,8 0

桃 慮 8 1、5 9 3 2 2 9 1,1 4 5 .0 0 1 9 0 9 6 2 .0 0 1 8 8 9 4 " )0 1 畠1 9 0 7 .5 0 3 1 1 5 5 ∫)0

a lju 2 6 ,4 0 7 1 . 1 2 .0 0 1 0 1 0 5β0 8 9 0 β0 1 7 1 2 5 .0 0 2 8 2 0 2 ユ0

計 2 7 8 ,2 4 7 3 0 8 1,5 7 9 .6 3 2 6 5 1 ,4 1 6 .4 5 2 4 2 12 9 4 .1 4 2 3 7 1 2 5 1 .7 9 1 1 9 7 3 4 8 4
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イ　桃尾霊堂

所在地
敷地面積

建設概要

竣　　工

建設費

り　使用料

熊本市戸島町桃尾墓園内

2,000rf

本体鉄筋コンク1)-ト平屋建500iぱ
納骨堂家族納骨壇400壇、短期納骨壇400壇
管理棟竿等蒜,2品表訂欝45.96-2
)昭和57志度建設

舎利塔18.5m!

本体工事昭和56年3月

昭和55年度152,380千円(設計委託料含む)

昭和56年度6,250千円

(昭5 0.7.1施行)

墓 地 名 使 用 料

桃 尾 墓 園
規 格 墓 所 1 区 画 8 0,0 0 0 円

そ の他 の墓 所 1 平 方 メ ー トル に つ き 1 6 ,0 0 0

上 記 以 外 の 墓 地 1 平 方 メ 】 トル につ き 1 4 ,0 0 0

(昭 5 6. 5 . 1 施 行

桃 尾 霊 堂 期 間 使 用 料

家 族 納 骨 壇 1 0 年 2 0 0 , 0 0 0 円

短 期 納 骨 壇 1 5,0 0 0

(6)斎　　場

ア　施　　設

名　・称

所在地

敷地面積

建物面積

建設年月

構　　造

建設費

炉　　数

型　　式

イ　利用状況

熊本市斎場

熊本市戸島町796番地

ll,00Out

主体1,300m2管理人住宅99.46m2

昭和47年12月

主体鉄筋コンクリート平屋建管理人住宅木造平屋建
128,000千円(造園、管理人住宅2棟含(2
tf)棉)

重油一般炉9基再燃炉2基汚物炉1基

太陽築炉(江口式)ロストル式

熊本市斎場川尻分場

熊本市南高江町1 6 1番地

1,764.7m2

主体39 3nf

昭和44年12月

鉄筋コンクリート平屋建

26,090千円

重油一般炉3基　再燃炉1基

太陽築炉(江口式)ロストノレ式

・ r
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

大 人
市 内 2 ,5 1 4 件 2 ,5 2 8 件 2 ,7 5 3 件 2 ,7 3 5 件 2 ,7 7 8件

市 外 5 3 1 5 -H i 6 1 7 5 9 : 6 4 4

小 人
市 内 7 9 1 0 0 8 9 6 0 6 4

市 外 1 9 2 6 2 3 1 3 2 0

死 産 児
市 内 2 8 4 3 4 7 3 4 6 3 2 8 3 4 3

市 外 1 4 3 1 6 5 1 5 8 1 4 0 1 5 2

そ の 他
市 内 5 4 1 2 8 0 4 3 3 3 3 8 6 0 1

市 外 3 2 2 9 3 2 2 2 2 3

合 計
市 内 3 ,4 1 8 3 ,2 5 5 3 ,6 2 1 3 ,4 6 1 3 ,7 8 6

市 外 7 2 5 7 6 6 8 3 0 7 7 2 8 3 9
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ウ　火葬場使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭51.4.1施行)

区分 種 別 市 内 市 外 備 考

火

罪

場

の
倭

用

大 人
1,0 0 0 円 1 5 ,0 0 0 円

0 汚物 は 1 個 8,0 0 0 cォ丘

以 内の もの

0 式場 の使用料は 1 回

3 時間以内

′」、 人 7 0 0 1 2,0 0 0

死 産 児 3 0 0 7,5 0 0

改葬に よる人骨 2 5 0 6,0 0 0

産 汚 物 類. 1 5 0 3,0 0 0

式 場 の 使 用 1 ,0 0 0 1 5,0 0 0

(注)　市外使用料は昭和55年4月1日施行

(7)飼い犬及び野犬対策

狂犬病予防法及び動物の保護管理に関する法律にもとづき、狂犬病の発生とそのまん延を防止し、これを撲

渡し公衆衛生の向上、福祉の増進を目的として、動物の虐待の防止、動物の適正を取扱い、その他動物の保護、

生命尊重、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するもの

ES*3!

ア　施　　設

名　　称　動物管理センター

所　在　地　熊本市′」、山町451番地

敷地面積　　6,842r㌔

建物面積　　454.86m

管理弓覇所　141.86m'

収容施設　1 30m

車　　蹄　　　75nf

菅里人住宅　　4 1 m2

収納庫　　　27I㌔

建　設　費　　20,925千円

建設年月日　　昭和45年5月21日

焼　却　炉　1基　　40m2

イ　犬の登録・予防注射・捕獲処分状況

改築計画

収容施設　　316m2

竣工予定　　昭和58年3月末

TF 分

年 度

登 濠 注 射 捕 獲 ォ $
m ^

引 取

焼 却

依 頼
計 返 還

実 験 用

払 い出 し
処 分 適 任 去 勢 唆 傷

5 2 105 38 15 928 12 93 383 19 83 10 3 1 4 690 6 39 82 4 32 27 89 8 98

5 3 10600 16 2 15 212 4 2 03 143 4 U 12 51 73 65 1 7 15 3,8 07 5^ 5 99

5 4 10,78 1 16 6 17 22 68 1 10 1 52 3 H 92 509 3 4 59 ′ 37 4 42 60 2 1 0 69

5 5 9 475 14 80 7 21 78 13 0 177 9 13 23 54 10 1 53 12 55 45 0 0 57

5 6 103 97 16 39 2 1JS5S 1 66 1 46 6 ‥13 36 4 β2 6 412. 0 4,4 14 0 0 61
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5　じ　ん　芥　処　畢里

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行によD本市の収集地域は全市域とし、一般ゴミは週2回(定日定

路線方式)不燃物は毎月1臥粗大ゴミは年2回収集している。尚、あきビン・あきカンの収集は再資源化

事業所に委託している。

(1)収集及び処理量

ア　収集量

(単位　t)

.年 度

区 . 分

5 4 5 5 5 6

総 収 集量 月 平 均 日平 均 総 収 集 量 月 平 均 日平 均 総 収 集 量 月平 均 日平 均

直

営

北部 清 掃 事 業 所 40 ,9 0 3 3 ,4 0 9 1 1 2 4 2 ,6 4 4 3 5 5 4 1 1 7 4 3 ,7 5 7 3 ,6 4 6 1 2 0

西 部清 掃 事 業 所 3 5 2 6 8 2 5 3 9 9 7 3 6 .1 9 7 3 ,0 1 6 9 9 3 7 β1 0 3 ,1 5 1 1 0 4

清掃 管 理 第 一 課

不燃 物 、粗大ゴミ)
1 5 ,7 7 4 1 3 1 5 4 3 1 3 4 0 4 1 ,1 1 7 3 7 1 1β9 2 ,9 9 1 3 3

許 可 業 者 2 2 ,7 9 3 1β9 9 6 2 2 7 ,4 0 2 2 2 8 3 7 5 3 0 ,0 7 3 2 ,5 0 6 8 2

自 己 搬 入 6 4β 1 4 5 ,4 0 1 1 7 7 7 2 2 8 6 6β2 4 1 9 8 5 0β 5 2 4 2 4 6 1 3 9

計 1 7 9 ,5 5 2 1 4 9 6 3 4 9 1 1 9 1β3 3 1 5β9 4 5 2 6 1 7 4 ,4 8 4 1 4 5 4 0 4 7 8

(注) 1人当た91カ月の排出量　　-27,330 9

1人当た91　日の排出量・・-I..-　　899'9

イ　処理量

(昭和5 6年度)

年 度

区 分

5 4 5 5 5 6

総 処理 量 月平 均 日平 均 総 処 理 量 月平 均 日平 均 総 処 理 量 月平 均 日平 均

焼

却

北 部 清 掃 事 業所 2 0 ,7 4 8 1,7 2 9 5 6 2 5 2 8 5 2 ,1 0 7 6 9 2 2 ,1 2 1 1 ,8 4 3 6 -1

西 部 清 掃 事 業所 1 6 4 9 1 13 7 4 4 5 1 6β9 2 1 ,4 1 6 4 7 1 7 ,4 7 3 1,4 5 6 4 8

東 部 清 掃 工 場 9 4 ,9 2 4 7β 1 0 2 6 0 9 2 0 4 7 7 ,6 7 1 2 5 2 8 9 ,3 4 1 7 ,4 4 5 2 4 5

埋 立 4 7 3 8 9 3β4 9 1 2 9 5 7 ,6 0 9 4 β0 1 1 5 8 4 5 ,5 4 9 3 ,7 9 6 1 2 5

計 1 7 9 ,5 5 2 1 4 ,9 6 2 4 9 1 1 9 1β 3 3 1 5 5 9 4 5 2 6 1 7 4 ,4 8 4 1 4 5 4 0 4 7 8

(2)手数料及び処分費用

ア　一般廃棄物処理手数料(昭5 5.4.1施行)

(∋　一般家庭から生ずる一般廃棄物

○定期に行うもの-=--無料

o臨時に行うもの一一一1 Ok」までごとに65円

ただし、この算定基準によることが著しく実情にそぐわないものについては、 1 6リットルまで

ごとに35円
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㊤　事業活動に伴って生ずる一般廃棄物(処理計画により定期に収集するものを除く)

1Ok?までごとに65円

ただし.この算定基準によることが著しく実情にそぐわないものについては、 i 6yットルまでごと

に35円

イ　事業活動に伴う廃棄物の処理乗用(昭55.7. 1施行)

200kgまでごとに300円

(耳)保有車両及び人員 (昭5 7.4.1現在)

事 業 所 名 2 t
バ ツカI

u- * ¥)- 7> K- -9s-

ロー ダー)

灰 出 予 備 車
運 転 手

技 術 吏 員
ダ ンプ 車 ロ- ダ ー ダ ン プ車 2 tタンプ車 作 業 員

北 部 清掃 事 業 所 1 7 - 2 3 2 2 4 5 2 7 1

西 部清 掃 事 業 所 3 3 2 2
バキューム1

4 5 0 6 4

東 部 清 掃 工 場 1 2 2 4 .1 3

清掃 管 理 第 一課 1 2
.4

コニカククー 1

ノキi 】ム 1

散 水 車 1
3 1 9 2 6

(注 ) 管理 職 、 事 務 職 は含 ま か ハ 車 両 につ い ては 、 予備 車 を 含む

・(4)資源回収運動事業

目　　　　　的

事　業　主　体

収　集　回　数

住民搬出方法

収　集　品　目

業　　者　　数

5 7年度補助金

住民の自主的な有価物回収運動を促進し.さらに不燃どみ中のピン.カソ類の再資源

化を棟極的に推進することによれ　省資源対策をふまえたごみの液量、埋立地の延命.

市民の省資源意識の向上を期する

ビン、カン類再資源化事業所

不燃物収集日の他に.毎月1回

負または、ダンボ-ル箱に入れ、回収日の朝から午前8時3 0分まで、町内の不燃物

.集積場へ搬出する

ガラス製及び金属製の容器類

2事業者

8 8,2 9 0千円　補助金は、回収経費及び遠別経費の合算魚から売却代金を差し引

いた痕を基礎として算定した飯

年度

区分
5 5 5 6

収 集 量 2 ,2 5 7 t 4 ,6 9 0 t

補 助金 交 付額 5 3 ,5 4 9千円 8 8 ,2 8 3千円
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(5)焼却施設

名　　　称

所　在　地

敷地面積

建設年月日

建　設　費

焼却施設

建物面積

処理能力

設計施工

型　　式

破砕施設

建物面積

処理能力

設計施工

型　　式

東部清掃工場

熊本市戸島町25 7 0番地

54000m'(工場敷地約34,000m2)

昭52.3.20-　昭54.3.31

4,200,000千円

7,3 7 2m2 (管理棟を含む)

300t/24H (150t2基)

日本鋼管株式会社

日本鋼管-フエルント式連続ごみ焼却炉(回転キルン付)

1,250i㌔

100t/5H

三菱重工業株式会社

横型回転-ンマ一式

名　　　称　　北部清掃事業所

所　在　地　　熊本市清水町大字新地1 924番地1

敷地面積　　23,306i㌔

建物面積　　1,768.9m

処理能力　　80t/8H (40t2基)

建設年月日　　昭37.6.1 9-　昭3 8.3.30

建　設　費　　9.0,000千円

設計施工　　三和動熱工業

型　　式　　逆送式

清掃工場建設計画

名　　　称　　熊本市第二期清掃工場(仮称)

所　在　地　　熊本市城山薬師町367番地

敷地面積　　29,210r㌔

建物面積　　4,500m2

処理能力　　450t/24H ( 225t/24Hx2基)

稼動開始予定　昭和6 1年4月

工事期間　　昭和57年4月～昭和61年3月

処理方式　　全連続燃焼式
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西部清掃事業所

熊本市城山半田町1番地

10,051m

1,919.5m!

80t/8H (40t2基)

昭40.8.23-　昭41.6.30

1 30,000千円

藤永田造船所

プライプリコ式



(6)余熱利用施設

-目　　的　東部清掃工場の余熱を利用した浴室のある施設で地元住民をはじめ広く市民の健康陳持と

福祉の増進に資する

名　　　称　　三山荘

所　在　地　熊本市戸島町2582番地2

経営主体　熊本市(管理運営は戸島地域環境像全協議会に委託)

開設年月日　　昭和55年5月7日

構　　　造　　鉄骨平屋建

敷地面積　　5,496in2

建物面積　　511.65nf (浴室、大広間、和室2)

建　設　費　120,000千円

定　　　員　100名

使　用　料　　大人(高校生以上) 150円　ただし、地元町内会に所属している者は無料

小人(中学生以下)無料

休　館　日

供用時間

(7)埋立処分地

名　　　称

所　在　地

敦地面横

埋3Z面積

埋立容量

工事期間

処分開始及び
終了予定年度

ノ建　改　費

毎週月曜日、 12月29日から翌年1月3日まで

午前1 0時から午後4時3 0分まで。ただし.市長が必要と認めるときは時間を延長する

ことができる

はぜ山塊立処分地

熊本市戸島町2 6 9 6番地

70,147m'

45,1 00nf

327,040id

昭和5 4年4月′-昭和5 7年9月

昭和5 5年4月′-昭和5 9年3月

525,000千円

(ら)埋立処分地建設計画

^^Hi

所　在　地

敦地面積

埋立面積

埋立容量

処分開始及び
終了予憩事変

蝣MB!罫M

田　j^a　呂

扇田埋立処分地(仮称)

熊本県飽託都北部町大字釜尾字扇田1 5 7 1番地

120,000m2

91,600irf

1,060,678m

昭和5 9年4月.-昭和6 9年3月

昭和5 7年4月～昭和60年3月(主なる工事)

2,712,000千円
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6　尿　尿　勉　理

本市の尿尿処理は許可制( 1 7業者)によって全市域を6ブロックに分け、各世帯毎月1回以上収集し、

東部汚水処理場、蓮台寺下水処理場で1 0 0　衛生的に処理している。

(1)処理対象

区 分 年 度 5 6

行 政 区 城 内 総 人 口 5 3 4 ,0 0 0

人

口

内

訳

水 洗 化
公 葬 下 水 道 1 3 5 ,0 0 0

尿 尿 浄 化 層 2 1 5,0 0 0

く み 取 り 1 8 2 ,0 0 0

自 家 処 理 2,0 0 0

収

隻

量

くみ取 り尿尿

収 集 人 口 1 8 2 ,0 0 0

1 日 収 集 量 C U ) 3 0 2 .3

1 人 1 日収集 量 ( I ) 1.4

浄 化 層 汚 据
1 日 収 集 量 CkL4) 1 9 1.9

1 人 1 日収 集 量 ( A ) 0.5

合 計
1 日 収 集 量 (ku .) 4 9 4 .2

1 人 I B 収集 量 ( 2 ) 1.9

(2)収集及び処理 (単位　kB)

年 産

区 分
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

収 集 1 4 5 ,2 6 6 .6 1 4 5 ,6 6 7 .5 1 4 8 .4 5 8 .0 1 3 7 ,3 6 2 .2 1 4 9 ,9 8 2 .8

処 .

≡理

東部 汚 水 処 理場 9 7 ,6 W r.l 9 5 .7 0 9 .5 9 7 ,6 7 3 .6 8 7 ,4 3 8 .2 9 9 ,6 3 2 .5

連合 寺下水処理場 4 7 ,6 0 2 .5 4 9 ,9 5 7 .8 5 0 ,7 8 4 .4 4 9 ,9 2 4 .0 5 0 ,3 5 0 .3

計 1 4 5 ,2 6 6 .6 1 4 5,6 6 7 .5 1 4 8 ,4 5 8 .0 1 3 7 ,3 6 2 2 1 4 9 ,9 8 2一8

(3)料　金(昭島7.4.1施行)

普通料金　1月につ巷1人当たJ> 3 1 0円(普通世帯及び準世帯)

加算料金　　普通料金を徴収する世帯でその月に1回をこえて汲み取る場合臥　そのこえることとなる

回数に1人につき1 55円を乗じた額

特別料金　1リットルにつき7円5 0銭(多数の者が利用する施設)

(4)業者保有車両及び人員(昭5 7.4. 1現在)

3.7IU車　　　　　1 2台

3. lice車　　　　　　6台

2.7U車　　　　　1 1台

1.8Ki車　　　　　1 6台

運転手・作業具　　9 4人
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(の　終末処理施設

区分 名称 連台寺下水処理 場 (尿尿処理関係) 東 部 汚 水 処 理 場

所 在 地 蓮台寺町 9 2 0 番地 秋津町沼山津 1 3 8 7 番地

敷 地 面 積 9 3,9 0 0 i㌔ 3 1,6 0 4 m2

建 物 面 積 1 9,0 0 0 rf 9,3 1 5 nf

処 理 対象 人 口 1 5 0,0 0 0 人 3 0 8,0 0 0 人

処 理 能 力 1 8 O Ki / 日 3 7 O KI / 日

実 質 処 理 量 1 7 O Ki / 日 2 8 0 0 / 日

建 設 年 月 日
1 期 昭 3 3. 6 - 3 4.1 0

2 期 昭 3 7.1 2 - 3 9. 3

1 期 昭 3 7 .1 2 ~ 3 9.1 2

2 期 昭 4 3 .1 2 - 4 5. 3
3 期 昭 5 a 1 ~ 5 4. 3

m m s 1 6 3,7 0 0 千 円 1,1 9 5,5 5 1 千 円

X 荏原製作所 荏原 インフィル コK K . 三菱重工業

方 式 第→欠方式 加温二段嫌気性消化方式

芸 …芸芸芸 蓋菜嘉蓋慧 芸 ( 3 2 0 0 / 0 )

据方式
酸化処理 方式 ( 5 O U / 日).
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7　産　　　院

-(1)概　　要

所　在　地

WMM国　境

建物　面　積

*

新　　　館

医師住宅

・看護婦宿舎

病　床　数

熊本市本山町4 2 7番地

3,028i㌔

2,056.7i㌔

鉄筋コンクリ-ト2階建　延1,092.7i

鉄筋コンクリート3階建　延566i㌔

木造瓦茸平屋建　6 4m

木造瓦茸2階建　延123m2　鉄筋コンク1)-ト2階建　延21li㌔

38床

職　員　数　　医師4人　助産婦(看護婦) 31人　薬剤師外5人　事務職員7人

(2)利用状況

年 度

区 分
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

分 娩 数 ( 人 ) 1,0 7 1 1,0 6 7 9 6 0 8 3 8 8 6 8

入 院 数 ( 件 ) 1 5 ,2 4 6 1 6,1 2 2 1 5,6 3 0 1 5,9 4 9 1 7,4 5 0

n *fc ォ ( ft ) 1 8 ,4 6 2 1 8,0 3 7 1 7,3 7 1 1 5,1 3 2 1 5,9 7 9

計 3 3 ,7 0 8 3 4 .1 5 9 3 3,9 6 1 3 1,0 8 1 3 3,4 2 9

(荏)　計欄は分娩数を除く

(3)経営状況 (単位　千円)

^ s

区 分
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

収 入 3 0 3 .6 3 5 3 3 2 .5 9 8 3 3 9 ,6 3 2 3 7 9 ,6 0 6 4 1 9 ,9 5 8

支 出 3 0 3 ,5 5 4 3 3 2 .5 3 5 3 3 7 ,2 6 7 3 7 3 ー3 4 6 4 1 9 ,9 0 1

.. 損 益 8 1 6 6 2 ,3 6 5 6 ,2 6 0 5 7

(4)使用料及び手数料

ア　使用料

個室(3室) 1日につき　　　　500円

イ　手数料

分　娩　科　　　　　　　　　55,000円

胎盤処置料　1胎につき　　　　5 0 0円

文書手数料　1通につき　　　1,0 0 0円

但し、死亡診断書と生命保険関係書類は1通につき2.0 0 0円

り　その他

新生児保育管理料1日につき　4,500円
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8　市　民　病　院

(1)概　　要
所　在　地

開設年月

敷地面積

建物面横
増　改　築
建　設　費

構　　　造

主な設備

病　床　数

医師及び
看　護　婦

二期増改築
工事概要

熊本市湖東1丁目1番6 0号

昭和2 1年2月　　　昭和5 1年1 2月2 8日増改築工事着工

昭和5略2月28日岡　　竣工(5カ年継続事業)

14.002.53i㌔

延　12.992nf

2,770,670千円

鉄骨鉄麻コンク1)-ト造地下1階地上8階

脳波計、 UCG (心臓超普汲診断装置) 、 ICU (患者監視装置) 、コバルト60回転照

射装置、光凍臥外科用Ⅹ線テレビ装置、多用途超音波診断装置.血液ガス分析装置、無

菌空気漬過装置、分娩監視装置.オ-トアナライザー、自動血球計数器、シソチt/-ショ

ンカメラ.ラルストロン(体庭内治療装置).ゼロラデイオクラフィー、ジャイロスコープ

一般300床
(昭5 7.4. 1現在)

芸か 旦 産 婦

人 科
/)、児 科 皮 膚 科

泌 尿
器 科

眼 科
整 形
外 科

耳 鼻 い

ん こう利,
外 科 こ う

門 科

医 師 5 5 2 . 1 2 4 1 3 2

看 護 婦 2 6 4 3 1 9 2 1 2 9

第 】 第 二 中 央 理 学 放 射 中 央
歯 科 麻酔 科 形 成外 科 計内 科 内 科 手術 室 診 療 科 線 科 検 査 室

5 4 1 1 1 1 1 3 1 4 3

2 4 1 7 2 3 1 1. 1 8 6

(注)　看護婦Jt-ト含む

建築延面積

構　　　造

聴工事費

t^^^^^E-"^

13,975.54m2　病床240床増床

鉄骨鉄筋コンクリート造　地下1階地上8階

約44億円

昭和5 7年2月着工
昭和5 9年1 0月(新築部分は同年3月)完成予定

(基本構想)

癌診療部門の東化

新生児未熟児医療の充実

二次及び三次救急体制とI CUの整備

理学診療科( 1)-ピ1)チ-ショy )と7)ウマチ診療関係の整備

伝染病棟の新設(増床2 40床のうち4 0床)

(完成後の全体規模)

建物延面積　　2 6,9 6 7.5 4m2

病　床　数　　540床(うち伝染病床40.床)
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(2)経営状況
(単位　千円)

年 度

区 分
5 2 . 5 3 5 4 5 5 5 6

収 入 1 ,7 2 9 ,7 9 9 2 .0 0 9 ,0 4 7 2 ,7 3 9 ,6 9 2 3 ,2 3 8 ,3 5 6 3 ,6 1 3 ,1 7 1

支 出 1 ,5 2 5 ,7 5 8 1 ,7 9 3 ,0 7 3 2 .6 5 3 ,4 6 4 3 ,0 5 2 ,0 6 4 3 ,6 3 3 ,6 8 6

損 益 2 0 4 ,0 4 1 2 1 5 ,9 7 4 8 6 ,2 2 8 1 8 6 ,2 9 2 △ 2 0 ,5 1 5

利 益 剰 余 金 △ 3 5 5 ,4 5 3 △ 1 3 9 ,3 1 5 △ 5 3 ,0 8 8 1 3 3 ,2 0 4 1 0 2 .6 8 9

(3)使　用　料

特　別　室(12室) 1人1日　　　ao o0円

個　　室(16室) 1人1日　　　　250円

(4)科目別診療状況

＼忘 ミ 患 者 年 度
5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

m i

2 内 科

入 院

一 日平 均 入 院

1 3,1 7 2 1 2 ,8 3 7 2 1,5 1 5 2 3 ,2 5 6 2 3 ,1 8 7

3 6 .1 3 5 .2 5 8 .8 6 3 .7 6 3 .5

2 5,7 3 3 2 5 ,2 3 2 2 7 .3 1 5 3 1,4 6 5 3 4 ,8 1 5

一 E]平 均 外 来 8 6 .6 8 6.4 9 2 .0 1 0 6.3 1 1 7 .2

s+ 3 8 ,9 0 5 3 8 ,0 6 9 4 8 ,8 3 0 5 4 ,7 2 1 5 8 ,0 0 2

小 児 科

入 院

一 日平均 入 院

6 ,4 4 6 7 .3 9 2 1 3 .3 8 3 1 8 .9 6 5 2 3 ,4 1 4

1 7 .7 2 0 .3 3 6 .6 5 1 .9 6 4 .1

外 来

一 日平 均 外 来

l l,7 0 3 1 0.9 7 5 1 2,8 1 2 1 4 .9 0 3 1 52 7 6

3 9 .4 3 7.6 4 3 .3 5 0 .3 5 1 .4

--?+ 1 8.1 4 9 1 8 .3 6 7 2 6 ,2 5 5 3 3,8 6 8 3 8 ,6 9 0

外 科

1 6.1 8 0 1 6 .8 2 0 l l.6 0 8 l l .9 9 3 1 3,0 1 7

.一 日平 均 入 院 4 4 .3 4 6 .1 3 1.7 3 2 .9 3 5.7

外 来 1 9.7 4 4 2 0 .8 5 3 1 4.0 8 1 2 0 ,4 0 5

6 8 ー9

1 6 ,6 7 3

5 .6 ユ一 日平 均外 来 6 6 .5 7 1 .4 4 7.4

計 3 5 ,9 2 4 3 7 ,6 7 3 2 5,6 8 9 3 2 ,3 9 8 2 9 ,6 9 0

整 形 外 科

Î ^ ^ ^ ^ ^ ^ R S I I 1 7.2 0 8

4 7 .0

8 7 3 1 7 .1 6 8

一 日平 均 入院 3 9 .1 3 9 .0 5 0 .9 4 7.0

8,1 4 3

2 7 .4

9.8 3 6 1 2.6 1 3 1 4 .1 8 8 1 4 ,2 1 9

一 日平 均 外 来 3 3 .7 4 2 .5 4 7 .9 4 7.9

計 2 2 ,3 8 4 2 4 ,0 8 1 2 9,8 2 1 3 2 ,7 6 1 3 1 ,3 8 7

皮 膚 科

入 院

一 日平 均 入 院

8 0 2 1,2 6 6 1 ,5 9 2 2 3 2 3 3 ,1 6 6

2.2 3 .5 4 .4 6.4 8.7

外 来 l l,4 6 4 1 0,0 5 7 1 2 3 8 4 1 2,4 6 3

4 2 .1

1 4 .1 4 2

】 日平均 外 来 3 8 .6 3 4 .4 4 1.7 ĵ ^ ^ ^ ^ Q gW

計 1 22 6 6 l l ,3 2 3 1 3,9 7 6 1 4 ,7 8 6 1 7 ,3 0 8

泌 尿 器 科

入 院 5.8 1 9 4 ,9 0 6 1 8 ,3 3 4

5 0.1

8.4 0 0

2 3 .0

8 2 6 4

2 2 .6一 日平 均 入 院 1 5.9 1 3 .4

外 来

一 日平 均 外 来

9.7 7 0 9,3 1 3 1 0 ,4 9 4 1 0,7 3 2 1 0 ,8 1 7

3 2.9 3 1.9 3 5.3 3 6.2 3 6.4

計 1 5,5 8 9 1 4 ,2 1 9 2 8,8 2 8 1 9 ,1 3 2 1 9 ,0 8 1

眼 科

入 院 7.0 1 9 6 ,7 7 3 1 0 ,6 2 9

2 9 .0

l l ,3 7 1

3 1 .1

l l ,4 1 3

3 1.3一 日平 均 入 院 1 9.2 1 8 .6

2 8 .8 9 9 2 8 ,3 2 3 2 3 ,2 8 0 2 34 8 9 2 4 2 4 7

一 日平 均 外 来 9 7.3 9 7.0 7 8.4 7 9 .4 8 1 .6

計 3 5 ,9 1 8 3 5 -0 9 6 3 3 ,9 0 9 3 4 ,8 6 0 3 5,6 6 0
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忘 ミ 患 者 年 度

5 2 5 3 5 4 5 5 5 6

1 耳 鼻

いん こ う科

入 院
- - 1.7 0 1 2 ,0 4 0 2,8 0 9

一 日 平均 入 院
- - 4 ▼7 5 ,6 7 .7

.外 来
- - 8.5 6 6 l l,7 1 2 1 2 .1 8 8

一 日平均 外 来
- - 2 8 .8 3 9.6 4 1.0

計
- - 1 0,2 6 7 1 3 ,7 5 2 1 4 ,9 9 7

産 婦 人 科

入 院

- *R 平 均 大 薩 ‖ー

1 0.3 1 7 1 0 ,1 4 3 1 4 .0 5 5 1 6 ,3 0 8 1 8ー5 5 8

2 8 .3 2 7 .8 3 8 .4 4 4 .7 5 0 .8

外 来 2 0.7 8 8 2 2 ,9 5 0 2 3 ,1 9 2 2 7 .9 3 5 2 8,3 8 7

一 日平 均 外 来 7 0 .0 7 8 .6 7 8 .1 9 4 .4 9 5 .6

計 3 1,1 0 5 3 3 ,0 9 3 3 7.2 4 7 4 4 ,2 4 3 4 6,9 4 5

歯 科

入 院 .
- - - - -

- 日平均 入 院
- - - - -

外 来
一. - 4 .2 2 3 4 ,4 8 0 4,6 1 9

一 日平 均 外 来
- - 1 4 .2 1 5.1 1 5 .6

計
- - 4,2 2 3 4 ,4 8 0 4,6 1 9

理 学 診 療 科

入 院
ー I - - -

一 日 平均 入 院
- - - - -

外 来 1 0 .8 1 1 9 ,3 8 4 1 2 .9 3 9 1 6 ,6 9 1 1 5 ,7 5 9
一 日平均 外 来 3 6.4 3 2 .1 4 3.6 5 6 .4 5 3 .1

計
1 0 ,8 1 1 9,3 8 4 1 2 ,9 3 9 1 6.6 9 1 1 5 ,7 5 9

放 射 線 科

入 院
- - 3 - -

一 日 平均 入 院
- - 0 .0 - -

外 来
- - 3 2 2 5 6 5 3

一 日平均 外 来
- - 0 .1 0 .9 0 .2

計
- - 3 5 2 5 6 5 3

麻 酔 科

入 院
- 8 8 1 3 8 3 0

一 日平均 入 院
- 0 .0 0 .2 0 .1 0.1

外 来 7 3 8 8 7 6 1,0 3 3 1,4 7 2 1,9 2 2

一 E]平 均 外 来 L .5 3 .0 3.5 5 .0 6 .5

計 7 3 8 8 8 4 1,1 1 4 1,5 1 0 1,9 5 3

こ う 門 科

入 院
- - 9,7 2 1 1 0,0 0 1 9,0 5 1

～ 月平均 入 院
- - 2 6 .6 2 7 .4 2 4 .8

外 来
- - l l,9 9 3 1 3 ,0 5 6 1 0,9 0 8

】 日平均 外 来
- - 4 0 .4 4 4 .1 3 6 二7

計
- - 2 1,7 1 4 2 3 ,0 5 7 1 9,9 5 9

形 成 外 科

入 院
- - - - 1,2 2 5

～ E] 平均 入 院
- - - - 6 .7

外 来
- - - - 9 7 8

一 日 平 均 外 来
- - - - 6 .7

計 - - - - 2 ,2 0 3

合 計

入 院 7 3,9 9 6 7 4 ,3 9 0 1 0 9,8 3 0 1 2 3 ,2 6 8 1 3 1,3 0 2

一 日平 均 入 院 2 0 2 .7 2 0 3 .8 3 0 0 ユ 3 3 7.7 3 5 9 .7

外 来 1 4 7 ,7 9 3 1 4 7 ,7 9 9 1 7 5 ,0 1 7 2 0 3 2 4 7 2 0 5 .0 0 3

一 日 平 均外 来 4 7 7 .6 5 0 6 .2 5 8 9 .3 6 8 6.6 6 9 0.2

I t. 2 2 1,7 8 9 2 2 2 ,1 8 9 2 8 4 ,8 4 7 3 2 6 ,5 1 5 3 3 6 ,3 0 5

(注)形成外科は昭和56年10月1日より新設
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(5)新生児未熟児医療について

本県が新生児医療に関して著しく立ち遅れている現状にかんがみ、本院は熊本県における新生児医療の

中核となることが要請されている。このことにもとづき第-期増改築工事においては新生児医療機能の充

実を図るとともに、とくに昭和5 5年4月から新生児専用救急車を2 4時間体制で配置するなどして、ほ

ぼ全県域にわたって新生児の救急医療に応じており、第二期増改築=事においてはN I C Uの確立を目指

している。

実　　績

年 産

項 目
5 4 5 5 5 6

出 生 児 体 重

1,5 0 0 9 以 下

3 0 人 3 6 人 7 4 人

出 生 児 体 重

l ,5 0 0 ~ 2 ,5 0 0 5*
7 3 1 2 3 1 7 4

術 後 管 理 1 5 1 3 3 9

そ の 他 の . 症 例 6 4 1 2 4 5 3

合 計 1 8 2 2 9 6 3 4 0

うち新 生 児専 用救 急

車 に よ る搬 送 者 -
1 6 8 2 3 2

新生児専用救急車

装備機器等　新生児モニター、新生児レスビレータ-、搬送用保育器、バッテリーパック、保育

器移送スタンド、自動輸液ポンプ、カーディオテンプ、自動血圧計、医療ガス一式、

無線電話装置

購入費(機器とも　　1 0,4 72千円(うち1 0,000千円は県補助金)
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